
 

 

障害者差別解消法の施行に伴う東京都の対応状況について  

 

１ 法の概要 

 別紙「『障害を理由とする差別の解消を推進する法律』の概要」参照 

 

２ 国の準備状況 

○各省庁等が職員対応要領及び事業者向け対応指針を公表  

○今後、地方公共団体が処理する事務（法第 22 条関係）等に関する政令の発出  

を予定  

 

３ 都の対応 

法に規定されている地方公共団体の役割を適切に果たすため、全庁で、施行

に向けた準備を進める 

○職員対応要領の作成 

・不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供、相談体制整備、職員研修・ 

 啓発等 

・具体例等を盛り込んだハンドブックの作成 

○民間事業者等に対する対応指針等の周知・普及啓発 

○都民に対する法や障害理解に関する普及啓発 

○相談体制整備 

・既存の機関の活用・充実 

○東京都障害者差別解消支援地域協議会（仮称）の設置 

・地域における差別に関する相談・紛争の防止・解決のためのネットワーク 

 の構築 

    等 
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